平成23年度　岡崎市国民健康保険保健事業実施計画

岡崎市国保年金課

1　目的

　　　　　生活習慣病対策をはじめとして岡崎市国民健康保険被保険者の健康の保持増進、疾病予防の取組について、市がその支援の中心となって、個々の被保険者の特性を踏まえた保健事業を総合的かつ効果的に推進するため、以下に定める基本方針に基づき事業を実施するものとする。
2　基本方針
（1）　特定健康診査・特定保健指導等の推進
　　　　青年期、壮年期のみならず、生活習慣病の一次予防にも重点を置き、30歳からの特定健康診査を実施するとともに、被保険者の利便性と受診率の向上のため、可能な限り健康増進法等による検診と同時に実施する等、状況に応じた受診環境や保健指導体制の整備を図る。
（2）　健康教育・健康相談事業の推進
　　　　若年被保険者から生活習慣病の予防、健康増進等健康に関する正しい知識の普及を図ることを目的とし、自らの健康は自らが守るという認識と自覚を高められる健康教育を実施する。
また、被保険者の相談内容に応じ、主体性を重んじながら生活習慣の改善をはじめ健康問題に対し、きめ細やかな対応ができるよう健康相談の窓口を設ける。相談後さらに専門的な対応が必要とされる場合は、関係機関と連携を取りながら被保険者の問題解決につながるよう支援を実施する。
（3）　普及啓発事業の推進
　　　　被保険者が集まる機会をとらえてのキャンペーン、多様な年齢層の被保険者が参加しやすい普及啓発イベントでの国保コーナーの開設等を実施し、国保保健事業の啓発を図る。
（4）　訪問指導事業の推進
　　　　特定健康診査受診状況等に照らして療養上必要であると認められる被保険者に対して訪問指導を実施し、生活習慣病の予防や重症化の防止を図る。
（5）　推進体制の整備等
　　　　庁内関係部署及び関係機関・団体等との連携を強化し、円滑な事業実施を図るとともに、保健事業従事者の研修の機会を確保する。
3　事業計画
　　基本方針に基づき、以下に定める事業を実施する。
	事業名
	内　　容

	特定健康診査
	「岡崎市国民健康保険特定健康診査等実施計画」に基づき、生活習慣病の予防に着目した効果的・効率的な特定健康診査の実施により、被保険者の健康管理を図る。
　集団特定健診・ミニドック検診受診者に対して特定健康診査に関する意向調査を行い、次年度に向けて特定健康診査内容の充実を検討する。
　また、労働安全衛生法による健診等、他健診の結果提供依頼を行う。

健診型

対象年齢

（年度年齢）

会場
費用

（自己負担額）
実施時期
周知
人間ドック

30～75歳
岡崎市医師会公衆衛生センター
30～39歳：14,000円

40～64歳：12,000円

65～75歳：9,300円
4月～3月
世帯単位で個別案内、事前申込必要
ミニドック

岡崎市医師会館
30～39歳：8,000円

40～75歳：6,000円
6月～2月
集団
30～64歳
市民センター等
なし
8月～10月
受診票

個別郵送

個別
65～75歳
岡崎市医師会協力医療機関
なし
6月～10月
受診票

個別郵送

（平成20年度より岡崎市医師会委託）
【平成23年度目標実施率】55%

	特定保健指導
	「岡崎市国民健康保険特定健康診査等実施計画」に基づき、特定健康診査の結果から動機付け支援及び積極的支援に階層化された方が、自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活を維持することができるようになることを通じて、生活習慣病の予防を図る。
健診型

対象年齢

（年度年齢）

会場
費用
（自己負担額）

実施期間
周知
人間ドック

40～64歳
岡崎市医師会公衆衛生センター
なし

平成23年4月～平成24年11月
特定健康診査受診結果に案内を同封し、個別郵送

（人間ドックは受診日当日にも案内があり初回面接が可能）

ミニドック

集団
個別

65～74歳

岡崎市医師会公衆衛生センター、協力医療機関

平成23年6月～平成24年6月

（平成20年度より岡崎市医師会委託）
【平成23年度目標実施率】35%

	健康教育・健康相談事業
	特定健康診査受診の機会を活用しての運動紹介・体験と特定保健指導対象者及び受講希望者の被保険者に対しての体験を主体とした栄養・運動集団指導の健康教育を実施する。
また、医師による専門的な講話を主体に疾病予防知識の普及を図る健康教育講座の実施及び被保険者が抱える身体・精神的な健康問題への必要な指導や助言を行い、家庭における健康管理に役立てるための健康相談を実施する。
事業名

対象

会場

内容・実施回数
従事者

費用
（自己負担額）
健康教育講座
（医師会と協賛）

一般市民
岡崎市医師会館
講話
6回
医師
医師会担当者
なし
体験型生活習慣病予防塾
特定保健指導対象者及び受講希望の被保険者
岡崎げんき館
講話、バランス・減塩食の試食、運動体験
３回
保健師、管理栄養士、健康運動指導士、歯科衛生士
500円
（食材実費）
生活習慣病予防事業

運動紹介・体験

被保険者

特定健診会場（中央総合公園）

運動紹介・体験

栄養関連教材展示
3回

健康づくりリーダー、保健師、管理栄養士

なし

健康相談
特定健診会場
国保窓口
健康相談

特定健診会場　9回

国保窓口　予約制

保健師、管理栄養士、歯科衛生士

なし



	普及啓発事業
	特定健診・保健指導普及啓発月間におけるキャンペーン活動、イベントでの国保コーナーの設置等の保健事業の啓発、医療費通知に同封の機関紙｢げんき通信｣での適正受診・健康情報発信の実施

また、保健所健康増進課、長寿課や関係機関・団体が実施する事業との連携を図りながら被保険者の生涯にわたる健康の保持増進を図る。
事業名

対象

会場

内容・実施回数等
特定健診・保健指導普及啓発月間（6月）
一般市民

駅構内等
チラシ・啓発物品の配布
イベント

げんきまつり秋
（市民会議主催）
岡崎げんき館

チラシ・啓発物品の配布、健康状態の測定体験等
げんきまつり秋　10月下旬1日

食育まつり　　　11月下旬2日
食育メッセ
（生活衛生課主催）
中央総合公園

げんき通信
被保険者

健康・適正受診・国保制度に関する情報掲載した機関紙の送付（医療費通知に同封）　6回

健康カレンダーの配布

国保窓口
7支所

窓口配布　11月～12月

（在庫なくなり次第終了）


	訪問指導事業
	生活習慣病の予防や重症化の予防を図るため、糖尿病の疑いにて受診勧奨者及び特定保健指導未利用者に対する訪問指導を通年にわたり実施する。


4　推進体制
　　保健事業の円滑な実施を図るための推進体制は、次のとおりとする。










　　　　　　　　　　　　　　　　

5　研修機会の確保

　　保健事業のレベルアップを図るため保健事業従事者の研修機会を確保するものとする。
関係機関・団体





本所





国保年金課





医療助成室





保健所健康増進課





医師会・歯科医師会・薬剤師会・栄養士会


食生活改善協議会、健康づくりリーダー連絡協議会等





地域庁舎





7支所


（岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ッ美、額田）





＊後期高齢者の健康診査





＊各種がん検診、健康手帳交付、ポピュレーションアプローチ（一般市民を対象とした健康教育、健康相談等）





＊国保事業事務補助





＊国保保健事業全般








